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今
年
度 

市
・
府
民
税

納
税
通
知
書
を
発
送

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
市
・
府
民
税
を
納
付

し
て
い
る
か
た
へ
、
納
税
通

知
書
を
６
月
上
旬
に
発
送
し

ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
期
限

延
長
を
利
用
さ
れ
た
か
た
は
、

確
定
申
告
書
の
内
容
が
納
税

通
知
書
に
反
映
さ
れ
て
い
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
６
月
以
降
に
課
税
ま

た
は
税
額
変
更
な
ど
を
行
い
、

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
不
慮
の
災
害
・
解

雇
な
ど
の
理
由
で
、
市
・
府

民
税
の
納
付
が
困
難
な
か
た

に
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当

す
れ
ば
税
額
を
減
免
で
き
る

制
度(

減
免
申
請
は
各
納
期

の
末
日
ま
で)

が
あ
り
ま
す
。

◆
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収(

引
き
落
し)

　

４
月
1
日
現
在
65
歳
以
上

の
か
た
は
、
年
金
か
ら
市
・

府
民
税
が
引
き
落
と
さ
れ
ま

す
。(

年
金
か
ら
介
護
保
険

料
が
引
き
落
と
さ
れ
て
い
な

い
か
た
な
ど
は
対
象
外)

　

今
年
度
、
新
た
に
対
象
に

な
っ
た
か
た
や
前
年
度
に
引
き

落
し
が
停
止
に
な
っ
た
か
た
は
、

10
月
分
の
年
金
か
ら
引
き
落
し

が
始
ま
り
ま
す
。
引
き
落
し
が

始
ま
る
ま
で
は
、
納
付
書
・
口

座
振
替
で
納
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

年
金
以
外
の
所
得
に
対
す
る

税
額
は
、
納
付
書
・
口
座
振

替
・
給
与
引
き
落
し
で
納
税
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同

封
す
る
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
０

自
動
車
税（
種
別
割
）
の

納
期
限
は
５
月
31
日（
水
）

問
合
せ
先　

大
阪
府
自
動
車
税

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７

０
・
０
２
０
１
５
６

　

今
年
度
市
税
の
納
期

　　

市
税
は
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
納
付
方
法

　

金
融
機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の
ほ

か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

納期月

５月

６月

７月

８月

10月

11月

12月

１月

固定資産税・都市計画税(１期)、軽自動車税(種別割)

市・府民税(１期)

固定資産税・都市計画税(２期)

市・府民税(２期)

市・府民税(３期)

固定資産税・都市計画税(３期)

市・府民税(４期)

固定資産税・都市計画税(４期)

内　　容 決
済
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を

利
用
し
た
納
付(

別
途
手
数
料

あ
り)

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
な
ど
も
利
用
で
き
ま

す
。

　

領
収
証
書
が
必
要
な
場
合
は

金
融
機
関
の
窓
口
や
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
ほ
か
便
利
で
確
実
な
口

座
振
替
納
付
も
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
申
込
期
日(

各
納
期
月
の

前
月
10
日)

ま
で
に
、
口
座
振

替
取
扱
金
融
機
関
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
１

◆
納
付
相
談

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
・
問
合
せ
先　

納
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
６

０
今
月
の
納
期
限
は
、

５
月
31
日(

水)

で
す
！　

万博応援ナンバープレートの交付開始！

　市のキャラクター「つげさん」と、万博公式キャラ
クター「ミャクミャク」をデザインしたご当地ナン
バープレート限定500枚を先着順に交付します。
交付開始　６月９日(金)午前８時45分から
対象車種　原動機付自転車
(総排気量50cc以下、白色プ
レートのみ)
手数料　無料
手続きに必要なもの(いずれも本人確認書類が必要)
①新規登録：販売証明書または廃車済書(再登録用)
②現在のナンバープレートからの交換：登録申告済証
(無い場合はお問合せください)・現在のナンバープ
レート
※交換の場合は、プレート番号が変わります。自賠責
保険の変更手続きが必要となることがありますので、
ご加入の保険会社にご確認ください。希望番号は受付
けられませんのでご了承ください。

 　

善
意
の
寄
付

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

◆
株
式
会
社
オ
ン
テ
ッ

ク
ス(

小
笹
公
也
代
表
取

締
役)

か
ら
消
防
活
動
用

と
し
て
防
災
マ
ル
チ
ラ

イ
ト
５
式(

11
万
円
相
当)

◆
岸
和
田
コ
ス
モ
ス
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ(

殿
本
マ
リ
子

会
長)

か
ら
児
童
・
生
徒
の

体
験
学
習
用
と
し
て
ド
ロ
ー

ン
７
台(

10
万
６
５
６
８
円

相
当)

◆
貝
塚
ラ
イ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ(

野
口
敏
之
会
長)

か

ら
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
用

と
し
て(

50
万
円)

◆
３
月
の
か
い
づ
か
ふ
る
さ

と
応
援
寄
付
は
１
１
７
７
件

で
、
金
額
は
１
８
２
３
万
円

で
し
た
。

新
し
い
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
ご
紹
介

　

４
月
１
日
付
け
で
厚
生
労

働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。(

敬
称
略)

▼
半
田
＝
佐
道
佐
地
子

問
合
せ
先　

福
祉
総
務
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
３
０

新
し
い
町
会
長
の
ご
紹
介

　

４
月
５
日
ま
で
に
届
出
い

た
だ
い
た
か
た
で
す
。(

敬

称
略
・
順
不
同)

▼
二
色
ノ
浜
東
和
苑
＝
菊
川

良
雄
▼
二
色
の
浜
旭
住
宅
自

治
会
＝
山
口
光
夫
▼
二
色
自

治
会
＝
桑
﨑
あ
ゆ
み
▼
丸
山

＝
出
原
正
良
▼
ガ
ー
デ
ン
リ

ゾ
ー
ト
シ
テ
ィ
二
色
の
浜
自

治
会
＝
山
本
邦
雄
▼
貝
塚
中

央
団
地
自
治
会
＝
大
宮
正
雄

▼
清
児
＝
鹿
野
正
一
▼
府
営

貝
塚
森
住
宅
自
治
会
＝
吉
川

安
三
▼
清
名
台
＝
川
村
勉　

▼
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ス
テ
ー
ジ

自
治
会
＝
川
上
悦
子
▼
東
山

一
丁
目
・
三
丁
目
自
治
会
＝
明

石
安
津
子
▼
貝
塚
合
同
宿
舎
自

治
会
＝
新
貝
直
樹

問
合
せ
先　

魅
力
づ
く
り
推
進

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
３
０

 

か
い
づ
か
結
婚
お
祝
い

 

チ
ケ
ッ
ト
登
録
店
募
集

　

貝
塚
市
に
婚
姻
届
お
よ
び
貝

塚
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

書
を
提
出
さ
れ
た
か
た
が
、
市

内
事
業
所
に
お
い
て
様
々
な

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
「
か
い
づ
か
結
婚
お
祝
い

チ
ケ
ッ
ト
事
業
」
に
賛
同
い
た

だ
け
る
事
業
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

申
請
期
限　

５
月
19
日(

金)

問
合
せ
先　

登
録
店
募
集
は
産

業
戦
略
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
１
９
３
、
事
業
内
容
は

子
育
て
支
援
課
☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
０
９
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

日
曜
交
付

日
時
・
場
所　

６
月
４
日(

日)

午
前
９
時
～
正
午
・
保
健
・
福

祉
合
同
庁
舎
１
階

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
９
４

貝
塚
港
湾
労
働
者
福
祉
セ

ン
タ
ー（
港
25
）
に
つ
い
て

　

貸
会
議
室
と
食
堂
業
務
の
運

営
を
再
開
し
ま
し
た
。

問
合
せ
先　

貝
塚
港
湾
振
興
会

事
務
局(

都
市
計
画
課
内)

☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
４
６

個
人
情
報
保
護
制
度
が
個

人
情
報
保
護
法
に
一
元
化

従
来　

個
人
情
報
保
護
法(

対

象

：

民
間
事
業
者)

・
行
政
機

関
個
人
情
報
保
護
法(

対
象

：

国)

・
個
人
情
報
保
護
条
例(

対

象

：

地
方
公
共
団
体)

４
月
１
日
か
ら　

個
人
情
報
保

護
法(

対
象

：

民
間
事
業
者
、

国
、
地
方
公
共
団
体)

主
な
変
更
点　

①
市
に
も
国
な

ど
と
同
様
の
保
護
水
準
を
適
用

②
個
人
情
報
保
護
の
全
国
統
一

的
な
運
用
が
可
能
③
専
門
的
知

見
な
ど
を
持
つ
個
人
情
報
保
護

委
員
会
が
法
解
釈
を
担
当

※

開
示
請
求
の
手
続
や
開
示
範

囲
は
、
従
来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先　

総
務
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
９
４

　

大
阪
法
務
局
か
ら
の

　

お
知
ら
せ

　

来
年
４
月
か
ら
相
続
登
記
の

申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
不

動
産
を
相
続
さ
れ
た
か
た
は
、

そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と

を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に

相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
な
ら
相
続
登
記
の
免
税
措

置
も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

相
続
し
た
土
地
・
建
物
の
相
続

登
記
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
登

記
の
手
続
は
、
専
門
家
で
あ
る

司
法
書
士
へ
依
頼
す
る
こ
と
も

併
せ
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

大
阪
法
務
局
岸
和

田
支
局
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

６
５
０
１

交付場所・問合せ先　課税課☎072－433－7254

◆第１駐車場を利用する場合

　赤矢印のとおりロータリーを迂回して

ください。

◆第２駐車場を利用する場合

　青矢印のとおり入場してください。

◆駐輪場を利用する場合

　紫色の場所にとめてください。

問合せ先　総務課☎072－433－7073

マイナポイント申請期限が９月末まで延長されました【問合せ先】マイナポイント手続支援窓口☎072－433－7096

市役所の駐車場と駐輪場を
利用するかたへ

市民意識調査の結果
　令和４年12月～５年１月、15歳以上の市民のかた
を対象にアンケートを行いました。63％のかたが今
後も本市に住み続けたいと回答し、今後のまちづく
りについては「健康と福祉のまち」「安全・安心の
まち」「子育てと教育のまち」の順に関心が高い結
果となりました。ご協力ありがとうございました。
　詳しくは、広報かいづか６月号でお知らせします。
問合せ先　魅力づくり推進課☎072－433－7059

新庁舎

緑の
市民広場

別館

コスモスシアター

第２駐車場

第１

駐車場

保健・福祉合同庁舎

車いす・思いやり

駐車場・一時乗降用

スペース

新
庁
舎


